
 

 

 

 

 

はじめに 

 

近年、障がいのある人たちを取り巻く状況は、障がい福祉に関する法律等の制定や改

正に伴う制度の大幅な変革、社会情勢の複雑化・多様化等により、大きな転換期を迎え

ています。 

わが国は、国連総会で採択された「障害者権利条約」を平成 26年 1月に批准、2月か

ら同条約が国内で効力を発することになりました。これは障がい者に関する初めての国

際条約であり、障がいに基づくあらゆる差別の禁止や、障がい者の社会への参加・包容

の促進などを締結国に求めています。この条約が締結されたことによって、障がい者の

権利の実現に向けた取り組みが一層強化されることが期待されています。 

このたびの「第 3期飯塚市障がい者計画」は、本条約締結に向けた国内法整備の一環

として改正された障害者基本法の理念に沿って、本市における障がい者施策を総合的か

つ計画的に推進するため、平成 25年度までの第 2期計画に次いで策定したものです。 

この計画では、保健・医療、教育、雇用、社会参加、生活環境などのあらゆる分野に

おいて、本市が取り組むべき障がい者施策に関する基本的な考え方、方向性を示してい

ます。今後は、この計画を着実に実行していくため、障がい者の自立と社会参加の促進

を目指し、共生社会の実現という理念のもと、積極的な施策を展開していくこととして

おります。市民の皆様をはじめ、関係各位のご賢察とご理解、さらに格段のご協力をお

願いいたします。 

最後に、本計画の策定にあたりご尽力いただきました飯塚市障がい者施策推進協議会

委員の皆様をはじめ、アンケート調査やヒアリング調査にご協力いただきました多くの

市民や関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。 

 

                          平成 26年 3月 

                            飯塚市長 齊藤守史
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